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テレビ字幕と情報アクセシビリティ 

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

理事長 新谷友良 

 

１．表現の自由（送り手の自由）から情報アクセシビリティへの流れ 

 

すべての情報は障害者を含むすべての人にとってアクセシブルでなければならな

い。情報アクセシビリティを人権ベースで考える視点の確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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２．テレビ字幕を求める根拠法 

① 障害者基本法、 ②放送法 
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３．情報アクセシビリティから見た現行放送指針の評価 

① 年次評価の継続 
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② 字幕付与例外事項への対応 

普及目標の対象となる放送番組とは、7 時から 24 時までの間に放送される番組のう

ち、次に掲げる放送番組を除くすべての放送番組をいう。 

・技術的に字幕を付すことができない放送番組（例 現在のところ、複数人が同時に

会話を行う生放送番組） 

・外国語の番組 

・大部分が器楽演奏の音楽番組 

・権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組 

 

③地方局、BS/CS放送への対応 

 

④災害時の緊急放送（特に地方局）における字幕 

 

⑤国会中継や政見放送における字幕 

 

 

⑥字幕品質についての基準 

 ・ISO/IEC字幕標準化規則制定への対応 


